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二

郵
政
改
革
法
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日
本
郵
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株
式
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

号
）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
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・
・
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・
・
・
・
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・
（
附
則
第
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条
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）
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○
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
【
附
則
第
六
条
関
係
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
産
業
再
生
委
員
会
等
の
委
員
の
登
記
に
係
る
課
税
の
特
例)

(

産
業
再
生
委
員
会
等
の
委
員
の
登
記
に
係
る
課
税
の
特
例)

第
八
十
四
条
の
六

（
略
）

第
八
十
四
条
の
六

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

株
式
会
社
農
林
漁
業
成
長
産
業
化
支
援
機
構
の
登
記
に
係
る
登
録
免
許
税
に
つ
い

て
は
、
登
録
免
許
税
法
別
表
第
一
第
二
十
四
号

カ
中
「
若
し
く
は
特
別
取
締
役
」

(一)

と
あ
る
の
は
、
「
、
特
別
取
締
役
若
し
く
は
株
式
会
社
農
林
漁
業
成
長
産
業
化
支
援

機
構
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

号
）
第
十
九
条
第
一
項
（
登
記
）
の
委
員

」
と
す
る
。
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○
郵
政
改
革
法
及
び
日
本
郵
政
株
式
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

号
）
【
附
則
第
七
条
関
係
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

（
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

第
十
三
条

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
四
条
の
六
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第

第
八
十
四
条
の
六
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第

四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
。

四
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。


